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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自動車（１０）を動作させる装置（１２）であって、
　調整可能な始動支援を利用可能にするために、前記自動車（１０）を駆動するように設
計された駆動ユニット（１４）と、
　ブレーキペダル（２０）を用いて調整された、前記自動車（１０）のブレーキ装置（２
２）のブレーキ圧力を検出するように設計された検出ユニット（２４）と、
　前記自動車（１０）が静止した状態のときに検出された前記ブレーキ圧力が所定の閾値
を超えた場合に、利用できる始動支援の程度を設定するように設計された制御ユニット（
２６）と、
を含み、
　前記制御ユニット（２６）は、前記自動車（１０）が静止した状態で検出されたブレー
キ圧力のブレーキ圧力低下勾配が、所定の勾配閾値以下である場合に、利用できる始動支
援の程度を低くするように設計される装置。
【請求項２】
　前記制御ユニット（２６）は、前記駆動ユニット（１４）の少なくとも１つの制御パラ
メータを変更することで、利用できる始動支援の程度を設定するように設計される、請求
項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記駆動ユニット（１４）は、前記自動車（１０）のアクセルペダル（１８）が駆動さ
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れた場合に、前記調整された始動支援の少なくとも一部を利用可能にするように設計され
る、請求項１又は２に記載の装置。
【請求項４】
　前記制御ユニット（２６）は、前記自動車（１０）が静止した状態で検出された前記ブ
レーキ圧力が高くなった場合に、利用できる始動支援の程度を高くするように設計される
、請求項１～３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　前記制御ユニット（２６）は、前記自動車（１０）が静止した状態で検出されたブレー
キ圧力の前記ブレーキ圧力低下勾配が、前記所定の勾配閾値よりも大きい場合に、利用で
きる始動支援の程度を所定の期間にわたって一定に保つように設計される、請求項１～４
のいずれか一項に記載の装置。
【請求項６】
　前記装置（１２）が始動制御装置を有し、前記始動制御装置が作動していない状態で前
記始動支援を提供することはできず、前記始動制御装置が作動している状態で、前記始動
支援を提供することが可能になる、請求項１～５のいずれか一項に記載の装置。
【請求項７】
　前記始動制御装置は、スイッチおよび／または前記自動車（１０）のソフトウェアベー
スの車両制御ユニット（３０）のメニュー入力部を有する、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記装置（１２）が、利用できる始動支援の程度を音響的および／または視覚的に表す
ように設計された車両情報ユニット（３２）をさらに有する、請求項１～７のいずれか一
項に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車を動作させる装置であって、自動車を駆動するために、調整可能な始
動支援を利用可能にするように設計された駆動ユニットと、ブレーキペダルを用いて調整
できる、自動車のブレーキ装置のブレーキ圧力を検出するように設計された検出ユニット
とを有する装置に関する。
【０００２】
　さらに、本発明は、自動車を動作させる方法であって、自動車は、自動車を駆動するた
めに、調整可能な走行支援を利用可能にするように設計された駆動ユニットを備えた装置
を有し、方法は、ブレーキペダルを用いて調整された、自動車のブレーキ装置のブレーキ
圧力を検出することを含む、方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　オートマチックトランスミッション（例えば、コンバータトランスミッションまたはダ
ブルクラッチトランスミッション）または自動化マニュアルトランスミッションを備えた
スポーツ車、ならびに高出力のスポーティリムジン、クーペ、およびＳＵＶは、レース用
始動機能と呼ばれるものを有することが多い。このレース用始動機能は、もとはモータス
ポーツに由来し、始動支援を利用可能にして、その結果、始動しようとしている自動車が
可能な限りの最大加速を達成できるようにする。
【０００４】
　ただし、公知のシステムでは、レース用始動機能の有効化後、達成可能な最大加速が常
に利用される。始動支援の程度を現在の要求に合わせることはできない。始動システムは
、計器で計測できない結果として、例えば、レース用始動の予備段階での駆動エンジンの
高回転数化、遅延点火および／または噴射停止に結びつくので、レース用始動機能の作動
は高い音量を伴う。これは、特に町の中心部で通行人を苛立たせることがある。さらに、
公知のシステムでは、レース用始動機能を有効にするための複雑で不慣れな操作シーケン
スを必要とすることが多い。例えば、これに関連して、自動車のブレーキは、左足で作動
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されなければならない。同時に、スロットルは、完全に右足で開かなければならない。こ
の場合に、レース用始動は、左足を用いてブレーキを解放した結果として行われる。この
ことから、レース用始動時のシーケンスが、自動車を加速させる通常の操作シーケンスか
らかけ離れているのは明らかである。さらに、公知のシステムでは、レース用始動機能が
有効になったときに、場合によっては存在する自動車の走行安定化プログラム（例えば、
ＥＳＰ（電子安定化プログラム）、ＤＳＣ（動的安定化制御））が停止することが必要で
ある。しかし、その結果、自動車の加速中に、特に、滑りやすい支持面で若干不安定な走
行状態が起こり得る。
【０００５】
　そのようなシステムのこれらの上記態様は、レース用始動機能と呼ばれるものの顧客指
向で日常的な通常の使用法と対立する。結果として、そのようなレース用始動機能の機能
上の利益は、少数の冒険好きで、特に、経験豊富なドライバだけに限定される。
【０００６】
　（特許文献１）は、車両速度センサが、車両が停止したことを示し、ブレーキ圧力セン
サが、車両のブレーキペダルが解放されつつあることを示した場合に、始動の開始が決定
される内燃機関を有する車両を開示している。車両の始動の開始に対応して、被制御ユニ
ットは、比較的開いた位置の方向に内燃機関のスロットルバルブを開く。これに関連して
、スロットルバルブの開く速度および開き量は、始動間隔に応じて設定され、始動間隔と
は、ブレーキペダルの解放とアクセルペダルの押下との間の時間を特性化したものである
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】独国特許出願公開第１０　２０１１　０８５　０９６Ａ１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　こうした背景に対し、本発明の目的は、自動車を動作させるための、特に、上記の欠点
がないようにしたレース用始動機能を利用可能にするための改良した装置および改良した
方法を特定することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的は、調整可能な始動支援を利用可能にするために、自動車を駆動するように
設計された駆動ユニットと、ブレーキペダルを用いて調整された、自動車のブレーキ装置
のブレーキ圧力を検出するように設計された検出ユニットと、自動車が静止した状態のと
きに検出されたブレーキ圧力が所定の閾値を超えた場合に、利用できる始動支援の程度を
設定するように設計された制御ユニットとを含む、自動車を動作させる装置を用いて本発
明により達成される。
【００１０】
　さらに、上記の目的は、自動車を動作させる方法を用いて本発明により達成され、自動
車は、自動車を駆動するために、調整可能な走行支援を利用可能にするように設計された
駆動ユニットを備えた装置を有し、その方法によれば、ブレーキペダルを用いて調整され
た、自動車のブレーキ装置のブレーキ圧力が検出され、自動車が静止状態のときに検出さ
れたブレーキ圧力が所定の閾値を超えた場合に、利用できる駆動支援の程度が調整される
。
【００１１】
　この場合に、走行支援とは、静止した状態から車両を加速する場合に使用できる潜在的
な加速能力を利用可能にすることを意味すると解釈される。
【００１２】
　走行支援の程度は、本発明による装置および本発明による方法を使用して、要求に従っ
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て特定することができる。このために、車両が静止しているときに、ブレーキ圧力が検出
され、一方、駆動ユニットは、アイドリングモードのままである。車両の運転者は、その
後のブレーキの解放およびそれと同時のアクセルペダルの駆動中に、ブレーキペダルの駆
動の強さによって走行支援の程度を特定することができる。言い換えると、走行支援の程
度は、車両が静止した状態で検出されたブレーキ圧力に応じて調整される。走行支援の程
度に対応する駆動ユニットの音量も運転者の要望に従って変えることができる。
【００１３】
　走行支援の、またはレース用始動機能の単純で人間工学的な操作性は、ブレーキペダル
およびアクセルペダルを用いた走行プロセスの慣れた操作制御シーケンスを通じて保証さ
れる。結果として、レース用始動機能の誤った操作を減少させることも、またはさらには
なくすこともできる。
【００１４】
　本発明による装置および本発明による方法はまた、車両を静止した状態に保つのに必要
な通常のブレーキ圧力が、走行支援の調整を引き起こさないことを保証する。これは、ブ
レーキ圧力に対する閾値を設定することで達成される。したがって、走行支援は、自動車
が静止した状態で検出されたブレーキ圧力が、所定の閾値を超えるまで調整されない。こ
れは、レース用始動機能の単純で直感的な操作性を可能にする。したがって、そのような
駆動システムの適合性が高まる。
【００１５】
　したがって、本発明の目的が完全に達成される。
【００１６】
　好ましい一実施形態によれば、制御ユニットは、駆動ユニットの少なくとも１つの制御
パラメータを変更することで、利用できる走行システムの程度を調整するように設計され
る。
【００１７】
　自動車の始動特性の加速能力は、１つまたは複数の制御パラメータを変更することでき
わめて容易に影響を受け得る。これに関連して、制御パラメータは、検出されたブレーキ
圧力に応じて、様々な量に変更することができる。さらに、始動支援の程度に応じて、様
々な制御パラメータを選択することができ、その場合に、制御パラメータの値は、調整さ
れた走行支援に従って変更される。
【００１８】
　さらに好ましい実施形態では、駆動ユニットは内燃機関を有し、制御パラメータは、ア
イドリング回転数、点火角、内燃機関の燃料噴射の停止パターン、および／または内燃機
関のターボ過給機の給気圧力によって形成される。
【００１９】
　例えば、内燃機関のトルク予備量は、点火角を遅らせるように設定することで増やすこ
とができる。さらに、アイドリング回転数を上げることで走行支援を強化することができ
る。さらに、シリンダの遮断または噴射の停止により、さらなるトルク予備量を利用する
ことが可能である。加えて、自動車の加速能力は、例えば、場合によっては存在するター
ボ過給機の給気圧力を高めることで改善することができる。
【００２０】
　さらなる実施形態では、駆動ユニットは、自動車のアクセルペダルが駆動された場合に
、調整された走行支援の少なくとも一部分を利用可能にするように設計される。
【００２１】
　この実施形態では、調整された走行支援は、ブレーキが解放され、自動車のアクセルペ
ダルが駆動されるとすぐに呼び出される。したがって、レース用始動機能のオペレータに
よる制御は、従来の静止状態からの車両の加速時の操作シーケンスに相当する。その結果
、始動支援の使用の簡便さが大幅に高まる。不慣れで余分なシーケンスをなくすことで顧
客の支持が高まる。
【００２２】
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　さらなる実施形態によれば、駆動ユニットは、アクセルペダルのペダルの移動に応じて
、設定された走行支援の部分を特定するように設計される。
【００２３】
　運転者がブレーキを解放し、その後、アクセルペダルを駆動すると、車両は始動支援を
使用して加速される。アクセルペダルが、止まるところまで（スロットル開放／キックダ
ウン）駆動された場合、設定された走行支援全体が呼び出され、したがって、車両は最大
に加速される。他方で、アクセルペダルが、最大限のペダル移動の一部分にわたってのみ
駆動された場合（部分加速）、設定された始動支援の一部のみが実際に利用可能になり、
したがって、車両は、相応した制限を受けて加速される。始動プロセス中に、運転者はま
た、実際に利用できる走行性能についての全決定権限も有する。したがって、車両の加速
は、周囲の状態（例えば、通行人が不意に道路を横断する）に合わせて常に変わるように
することができる。これは、利用できるレース用始動機能の安全性を高める。
【００２４】
　さらなる実施形態によれば、制御ユニットは、自動車が静止した状態のときに検出され
たブレーキ圧力が高くなった場合に、利用できる始動支援の程度を高くするように設計さ
れる。
【００２５】
　この実施形態では、利用できる始動支援の程度は、ブレーキ圧力が所定の閾値を超える
範囲に上昇した場合に高くなる。この措置は、始動支援の程度が、要求に対応する形で設
定されるのを可能にし、ひいては、レース用始動機能の容易な拡張を可能にする。これに
関連して、始動支援の程度は、カタパルトのような加速プロセスの間、穏やかな始動から
最大実行までの増強範囲にわたって、自動車が静止した状態で検出されたブレーキ圧力に
応じて調整することができる。さらに、選択された始動支援は、自動車が静止した状態で
、ブレーキペダルを用いてブレーキ圧力をさらに上げることで、いつでも増強することが
できる。これは、利用できるレース用始動機能の融通性を高める。したがって、さらに、
運転者は、設定された駆動システムの完全な制御を常に提供される。
【００２６】
　さらに、この実施形態の走行支援は、ブレーキ圧力が上昇した場合に、連続的に、また
は所定の増分で増強することができる。
【００２７】
　さらなる実施形態によれば、制御ユニットは、自動車が静止した状態で検出されたブレ
ーキ圧力のブレーキ圧力低下勾配が、所定の勾配閾値以下である場合に、利用できる始動
支援の程度を低くするように設計される。
【００２８】
　車両が静止した状態で、運転者がブレーキ圧力を相対的に低いブレーキ圧力値の方向に
ゆっくりと下げた場合、前に設定した始動支援の実施が、新たな、下がったブレーキ圧力
に従って再度抑制される。これに関連して、対応するブレーキ圧力勾配にわたって低減さ
れる速度が見積もられる。また、ブレーキ圧力が、ブレーキ圧力の所定の閾値未満に下が
った場合に、始動支援は停止される。したがって、選択される始動支援の程度は、変化し
た周囲の状態に常に合わせることができる。これは、本発明による装置の高いレベルの安
全性を保証する。
【００２９】
　さらなる実施形態では、制御ユニットは、自動車が静止した状態で検出されたブレーキ
圧力のブレーキ圧力低下勾配が、所定の勾配閾値よりも大きい場合に、利用できる始動支
援の程度を所定の期間にわたって一定に保つように設計される。
【００３０】
　この措置は、ブレーキの迅速な解放の後、所定の期間にわたって、設定された始動支援
が、（ブレーキが解放される前の）運転者の要望通りの実施に維持されるのを保証する。
これは、アクセルペダルの駆動が遅れた場合でさえ、全走行支援が次の加速プロセスの間
利用可能であることを保証する。次に、ブレーキペダルの駆動速度が、対応するブレーキ
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圧力勾配を用いて検出される。さらに、所定の期間は、車両の運転者が前もって定めた設
定可能な時間間隔とすることができる。
【００３１】
　さらなる実施形態によれば、装置は始動制御装置を有し、始動制御装置が作動していな
い状態で走行支援を利用することはできず、始動制御装置が作動している状態で、始動支
援を利用することが可能になる。
【００３２】
　始動制御装置を使用することで、運転者は、原則的に始動支援機能を使用したいかどう
かを選択することができる。無効化された状態では、始動支援は、かけられたブレーキ圧
力とは無関係に停止される。走行支援は、レース用始動機能が、始動制御装置を用いて有
効にされた場合にのみ、（車両が静止した状態で）検出されたブレーキ圧力に応じて設定
することができる。始動制御装置が作動した場合、始動制御装置は、レース用始動機能が
運転者によって再度無効にされるまで、有効化した状態を維持する。さらに、始動制御装
置の作動を現在の走行サイクルにのみ適用する可能性がある。そのような実施形態では、
始動制御装置は、自動車が再始動するときに（すなわち、新たな走行サイクルが始まると
きに）標準設定として作動される。
【００３３】
　さらなる実施形態によれば、始動制御装置は、スイッチおよび／または自動車のソフト
ウェアベースの車両制御ユニットの手動入力部を有する。
【００３４】
　スイッチを用いて、レース用始動機能への直接かつ迅速なアクセスを利用できる。車両
制御ユニットは、例えば、走行情報システムの一部を形成することができる。レース用始
動機能は、運転者情報システムのさらなるメニュー入力を用いて、高いコスト効率で実行
することができる。さらに、車両コンソールの領域への余分なスイッチの配置を不要にす
ることが可能であるので、その結果、オペレータ制御の明瞭性を高めることができる。
【００３５】
　さらなる実施形態によれば、装置はまた、利用できる始動支援の程度を音響的および／
または視覚的に表すように設計された車両情報ユニットを有する。
【００３６】
　運転者情報ユニットは、例えば、運転者情報システムの一部を形成することができる。
代替として、またはそれに加えて、独立した表示ユニットを用いておよび／またはラウド
スピーカを用いて車両情報ユニットを構築することもできる。運転者は、始動支援の状態
または程度についての情報をいつでも与えられる。
【００３７】
　本発明による装置、または本発明による方法では、有利には、車両に存在する安定化シ
ステム（例えば、ＥＳＰ、ＤＳＴなど）の全機能を使用することができる。結果として、
そのようなレース用始動機能を利用した場合に安全性を高めることができる。安定化シス
テムが作動することにより、レース用始動機能を経験量が標準的な運転者に容易にかつ安
全にあてがうことができる。さらに、これは、高い顧客の利益と高いレベルの支持とをも
たらす。
【００３８】
　さらなる実施形態では、自動車の安定化システムは、所定の程度の始動支援から始めて
作動することができる。これは、特に、始動支援の程度が高い場合に、車両のさらに迅速
な加速を可能にする。
【００３９】
　運転者情報システムを使用することで、運転者は、安定化システムの停止についての情
報を知ることができる。
【００４０】
　さらなる実施形態によれば、制御ユニットは、走行安定化システムの制御装置に接続さ
れる。
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【００４１】
　自動車がコンバータトランスミッションを有する場合、制御ユニットは、始動支援の程
度に応じて、走行安定化システムの制動干渉を開始して、（前記始動支援の程度とは無関
係に）一定のクリーピングトルクを利用可能にする。この措置により、利用の快適性が大
幅に増す。
【００４２】
　当然ながら、本発明による装置の特徴、特性、および利点は、本発明による方法にも当
てはまる、すなわち、その方法に適用することができる。
【００４３】
　本発明の例示的な実施形態が図で示され、以下の説明でさらに詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明による装置を備えた自動車の概略図を示す。
【図２】予備段階中の本発明による方法を説明する図を示す。
【図３】始動段階中の本発明による方法を説明する図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００４５】
　図１は、調整可能な始動支援、またはレース用始動機能と呼ばれるものを利用可能にす
るように設計された、本発明による装置１２を備えた自動車１０を示している。このため
に、装置１２は、内燃機関１６およびダブルクラッチトランスミッション（図１では詳細
に示していない）を備えた駆動ユニット１４を有する。当然ながら、駆動ユニット１４は
、例えば、コンバータトランスミッション、または自動化マニュアルトランスミッション
などの他の任意のオートマチックトランスミッションを有することもできる。
【００４６】
　自動車１０は、車室にアクセルペダル１８およびブレーキペダル２０を有する。ブレー
キペダル２０は、ブレーキ装置２２に接続され、ブレーキ装置２２は、例えば、ディスク
ブレーキ２２ａ～２２ｂを有する。さらに、ブレーキ装置２２は油圧管および油圧アクチ
ュエータ（図１には示していない）を有することができる。流体は、ブレーキペダル２０
が駆動された場合に、油圧アクチュエータを用いてディスクブレーキ２２ａ～２２ｂを駆
動するために油圧管に案内される。
【００４７】
　装置１２は、ブレーキペダル２０を用いて設定された、ブレーキ装置２２のブレーキ圧
力を検出するように設計された検出ユニット２４を有する。
【００４８】
　さらに、装置１２は、検出ユニット２４および内燃機関１６に接続された制御ユニット
２６を有する。代替の実施形態では、制御ユニット２６は、独立したエンジン制御装置を
介して内燃機関１６に接続することもできる。
【００４９】
　さらに、装置１２は、車室に配置され、車両制御ユニット３０および車両情報ユニット
３２を有する運転者情報システム２８を有する。例えば、制御ユニット２６の設定は、車
両制御ユニット３０を用いて行うことができる。車両情報ユニット３２は、制御ユニット
２６の関連データを表示する働きをする。
【００５０】
　自動車１０の運転者が、現在の走行サイクル中にレース用始動機能または始動支援を使
用したい場合、この機能は、車両制御ユニット３０のソフトウェアメニューを使用して有
効にすることができる。あるいは、始動支援を有効にすることができるスイッチを車室に
配置することもできる。
【００５１】
　レース用始動機能が有効になり、自動車１０が静止した状態にある場合、制御ユニット
２６は、検出ユニット２４で検出されたブレーキ圧力を評価し、このブレーキ圧力に応じ
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て、始動支援の程度を内燃機関１６に設定する。このため、制御ユニット２６は、内燃機
関１６の少なくとも１つの制御パラメータを変更する。例えば、制御ユニット２６は、内
燃機関１６のアイドリング回転数を上げ、かつ／または内燃機関１６の点火角を遅らせる
ことができる。現在設定されている始動支援の程度はまた、制御ユニット２６によって車
両情報ユニット３２に送られる。設定した始動支援は、車両情報ユニット３２を使用して
、運転者に向けて表示される。
【００５２】
　運転者がブレーキペダル２０を解放し、続いて、アクセルペダル１８を駆動すると、設
定した始動支援は、内燃機関１６によって利用可能になる。結果として、自動車１０は、
運転者によって選択され、ブレーキ圧力を用いて設定された始動システムにより加速され
る。したがって、装置１２は、操作が容易で、運転者が調整できるレース用始動機能を利
用可能にする。
【００５３】
　図２および図３は、自動車１０を動作させる働きをし、レース用始動機能／始動支援を
利用可能にする、本発明による方法４０を説明する図を示している。これに関して、図２
は、予備／待機段階時の方法４０を示し、図３は、始動段階と呼ばれる段階時の方法４０
を示している。この場合に、予備／待機段階とは、自動車１０が静止した状態にあり、自
動車１０の目前に迫った始動プロセスのための予備的措置を行うことができる期間である
と理解されたい。対照的に、被動段階は、設定した始動支援が呼び出される、すなわち、
自動車１０が静止した状態から加速される期間を表す。
【００５４】
　ステップ４２で、レース用始動機能／始動支援が、例えば、走行が始まるときに有効に
される。これは、この例示的な実施形態では、運転者が車両制御ユニット３０の対応する
ソフトウェアメニューを選択し、レース用始動機能を有効にすることで実行される。この
場合に、この走行サイクル用の始動支援機能は、車両制御ユニット３０を用いて再度無効
にされるまで利用可能である。自動車１０が再始動すると、レース用始動機能は、標準設
定として無効にされる。代替の実施形態では、自動車１０のその後の再始動のために、レ
ース用始動機能の有効化を保存することもできる。
【００５５】
　ステップ４４で、自動車１０が静止した状態で、検出ユニット２４を用いてブレーキ圧
力を検出する。
【００５６】
　続いて、ステップ４６で、検出したブレーキ圧力が所定の閾値を超えているかどうかを
チェックする。閾値を用いて、自動車１０を静止した状態に保つのに十分であり、通常は
運転者によって加えられる通常のブレーキ圧力が、始動支援の調整を誘発するのを防止す
ることが可能である。始動支援の特定の程度は、所定の閾値を超えたブレーキ圧力におい
てのみ設定される。
【００５７】
　検出したブレーキ圧力が閾値を超えている場合、ステップ４８で、ブレーキ圧力が、前
に検出したブレーキ圧力値と比べて高くなったかどうかをチェックする。
【００５８】
　ブレーキ圧力が高くなった場合、ステップ５０で、ブレーキ圧力に応じて、対応する始
動支援を設定する。例えば、点火角を遅らせて、内燃機関１６のトルク予備量を増やすこ
とで、始動支援の弱めの実施を設定することができる。これは、内燃機関１６の走行騒音
をわずかしか変化させず、その結果、周辺にいる人たちのいらだちを防止する。
【００５９】
　続いて、方法４０は再度ステップ４４に戻り、検出ユニット２４を用いてその瞬間のブ
レーキ圧力を検出する。
【００６０】
　ブレーキ圧力が運転者によってさらに上げられた場合、これにより、始動支援の程度が
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連続的かつ無段階に高められる。これに伴い、自動車１０の加速能力が連続的に高まる。
走行支援の程度を調整するために、制御ユニット２６は、内燃機関１６の制御パラメータ
を変更する。したがって、点火角を遅らせるように調整するだけでなく、内燃機関１６の
アイドリング回転数を上げることも可能である。しかし、アイドリング回転数を上げるこ
とで、周辺にいる人たちは始動支援を明瞭に知覚できるようになる。
【００６１】
　ブレーキ圧力がさらに上がると、始動支援は、シリンダを遮断して、かつ／または頻繁
に噴射を止めてアイドリング回転数をさらに上げることで増強される。したがって、始動
支援の程度を高めることは、音響的にきわめて顕著な内部的および外部的影響を伴う。始
動支援の程度の設定が高くなるほど、次の始動段階で自動車１０を迅速に加速することが
できる。
【００６２】
　待機／予備段階では、運転者は、ブレーキ圧力を上げることで、要求および状況に対応
した形で始動支援の程度をいつでも再調整することができる。例えば、始動支援は、車両
の進路と交差している幹線道路交通に、目で見て比較的大きな途切れがなく、その結果と
して、非常に正確で、かつきわめて俊敏な割り込み操作が必要な場合に、相応して始動支
援を増強することができる。
【００６３】
　同様に、自動車１０の運転者は、待機／予備段階中に、ブレーキペダル２０を用いてブ
レーキ圧力をゆっくりと下げることで、要求および状況に対応した形で、利用できる始動
支援の程度をいつでも低くすることができる。これに関連して、ブレーキ圧力の低下はス
テップ４８でも検出される。
【００６４】
　ブレーキ圧力が下がった場合、ステップ５２でブレーキ圧力のブレーキ圧力低下勾配を
求める。特定のブレーキ圧力勾配が所定の勾配閾値以下の場合、ステップ５０で、利用で
きる始動支援の程度を低める。（例えば、通行人が歩道に不意に現れるなど、周辺の状態
が変わった場合に）前に設定した始動支援を再度弱める可能性がある。したがって、待機
／予備段階では、運転者は、設定した始動支援の程度を常に完全に制御している。
【００６５】
　ステップ５２で、ブレーキ圧力のブレーキ圧力低下勾配が所定の勾配閾値よりも大きい
ことが認められた場合、運転者が即座にブレーキ２０を解放して、続いてアクセルペダル
１８を用いて自動車１０の加速プロセスを開始したと想定される。したがって、利用でき
る始動支援の程度は、（ブレーキペダル２０を解放した時点から始まる）所定の期間にわ
たって一定に維持される。言い換えると、運転者が所望する始動支援の調整は、所定の期
間にわたって保存される。その結果、アクセルペダル１８を遅れて駆動した場合でさえ、
完全な始動支援を利用できることが保証される。ステップ５４で、所定の期間がすでに過
ぎたかどうかをチェックする。
【００６６】
　所定の期間が過ぎた後、ステップ４４～５２に従って始動支援を調整する。
【００６７】
　図３は、始動段階時の方法４０を示す図を示している。始動支援を利用可能にする基本
的な前提条件は、次に、ステップ４２でレース用始動機能を有効にすることである。
【００６８】
　ステップ５６で、ブレーキペダル２０が解放され、スロットルペダル１８が駆動された
かどうかをチェックする。
【００６９】
　これらの条件が満たされた場合、自動車１０を加速することができると考えられる。こ
のために、ステップ５８で、アクセルペダル１８の偏位を検出する。
【００７０】
　ステップ６０で、アクセルペダルの検出した偏位に応じて、前に設定した始動支援の少
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動支援の実際に利用できる部分が多くなる。したがって、スロットが全開にされた（キッ
クダウン）場合に、予備段階で設定された始動支援全体を利用する。他方で、運転者がア
クセルペダル１８を一部だけ駆動した（スロットルを部分的に開いた）場合、予備段階で
設定された始動支援の、対応するより小さい部分が同様に利用可能になる。これにより、
自動車１０は、それに応じて、より抑制した形で始動加速される。したがって、運転者は
、始動段階においてでさえも、同様に所望の始動性能を完全に制御する。
【００７１】
　本発明による装置１２および本発明による方法４０は、有利には、比較的小容量のター
ボエンジンでも使用することができ、その理由は、比較的小容量のターボエンジンには、
支援措置なしに始動するという点で弱点があるからである。これは、駆動ユニット１４の
ターボ過給機が所望の回転数に設定されるまでの遅延によって引き起こされる。本発明に
よる装置１２が使用される場合、制御ユニット２６は、検出ユニット２４によって検出さ
れたブレーキ圧力に応じて、ターボ過給機の回転数または給気圧力を上げることができる
。これは、次の加速プロセス時に加速能力を高め、内燃機関１６の自発的応答挙動をもた
らす。
【００７２】
　したがって、日常の交通状況においてでさえ、そのようなレース用始動機能による顧客
の利益が大きくなる。さらに、標準レベルの経験をもつ運転者でさえ、簡単な操作によっ
て、始動支援の利点を利用できるようになる。
【符号の説明】
【００７３】
　１０　自動車
　１２　装置
　１４　駆動ユニット
　１６　内燃機関
　１８　アクセルペダル
　２０　ブレーキペダル
　２２　ブレーキ装置
　２２ａ～２２ｄ　ディスクブレーキ
　２４　検出ユニット
　２６　制御ユニット
　２８　運転者情報システム
　３０　車両制御ユニット
　３２　車両情報ユニット
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